
熊本型放牧高度化支援事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 熊本型放牧高度化支援事業（以下、「本事業」という。）の実施については、デジタ 

 ル田園都市国家構想交付金制度要綱（令和５年１月２５日府地創第４１４号、府地事第

８７８号、４農振第２４５７号、国総政第３１号、環循適発第２３０１２５１号、令和６

年１月２５日一部改正）、デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）交付

要綱（平成２８年８月１日府地事第２９１号、令和６年１月２５日一部改正）、熊本県補

助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号）及び熊本県農林水産業振興補助金等

交付要項（以下「要項」という。）に定めるほか、この要領に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 本事業は、阿蘇地域等の牧野や中山間地域の耕作放棄地等において熊本型放牧を

拡大するにあたり、放牧管理の省力化並びに家畜防疫に対応するための条件整備の高度

化、そして、あか牛等の放牧牛増頭を図るための肉用繁殖雌牛の助成を実施することに

より、本県における牧野等の畜産的利用拡大による草地の維持及びあか牛等の生産基盤

強化を図ることを目的として定める。 

 

（事業の内容） 

第３条 牧野等の畜産的利用拡大による草地の維持及びあか牛等の生産基盤強化を図るた

めに、次の区分により行う事業に対して補助する。 

１ 高度化放牧条件整備事業 

   事業主体が、阿蘇地域等の牧野や耕作放棄地等で熊本型放牧を拡大するにあたり、放

牧管理等の省力化や草地生産性向上のための支援、熊本型放牧の拡大に必要な条件整備

を実施する。 

２ 放牧牛導入補助事業 

    事業主体が、家畜市場等から肉用繁殖雌牛を購入し、牧野や耕作放棄地等において熊

本型放牧を拡大することを目的とする放牧実践農家にこれらの家畜を一定期間貸し付け

る。 

 

（補助事業者等） 

第４条 本事業の補助事業者等は、別表１に定めるものとする。 

 

（対象地域） 

第５条 阿蘇地域等の牧野とは、阿蘇郡市及び山都町の一部（旧蘇陽町、旧清和村）とす

る。耕作放棄地等とは、県内の耕作放棄地及び耕作放棄地となるおそれのあるものとす

る。 

 

（補助対象経費及び補助額） 

第６条 本事業の実施に要する経費のうち別表１に掲げる事業について、県は予算の範囲

内において補助する。 

 



（事業実施計画の承認申請） 

第７条 要項第３条の事業実施計画書は、高度化放牧条件整備事業について取りまとめを

行う市町村においては別記第１号様式、事業主体においては別記第２号様式とし、放牧

牛導入補助事業については別記第３号様式によるものとする。 

 

（事業実施計画の内容等の変更） 

第８条 要項第５条第１項の事業実施変更計画書は、高度化放牧条件整備事業について取

りまとめを行う市町村においては別記第１号様式、事業主体においては別記第２号様式

とし、放牧牛導入補助事業については別記第３号様式によるものとする。 

 

（補助金等の交付申請） 

第９条 要項第６条第２項第１号の事業計画書は、高度化放牧条件整備事業について取り

まとめを行う市町村においては別記第１号様式、事業主体においては別記第２号様式と

し、放牧牛導入補助事業については別記第３号様式によるものとする。 

 

 （補助事業の内容等の変更） 

第１０条 要項第８条第２項の事業変更計画書の様式は、高度化放牧条件整備事業につい

て取りまとめを行う市町村においては別記第１号様式、事業主体においては別記第２号

様式とし、放牧牛導入補助事業については別記第３号様式によるものとする。 

 

（補助金等交付決定前着手） 

第１１条 要項第９条第１項に規定する補助金等交付決定前着手承認申請書は、別記第４

号様式によるものとする。 

 

（実績報告） 

第１２条 要項第１３条第２項第１号の事業実績書は、高度化放牧条件整備事業について

取りまとめを行う市町村においては別記第１号様式、事業主体においては別記第２号様

式とし、放牧牛導入補助事業については別記第３号様式によるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第１３条 要項第１７条の本事業により取得した財産については、償却財産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数に相当する期

間とする。 

 

（雑則） 

第１４条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

 附 則 

この要領は、令和３年４月１日から適用する。 

この要領は、令和４年６月２２日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

この要領は、令和６年７月５日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 


